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放送用周波数使用計画の一部を改正する告示案 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

○放送用周波数使用計画（昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号） 

改正案 現行 

第１ 総則  第１ 総則 

 １～２ （略）  １～２ （略） 

  ３  放送対象地域ごとの放送局に使用させることのできる周波数等は、６から１

４までに規定するものを除き、第２から第１１までに定めるとおりとする。 
３  放送対象地域ごとの放送局に使用させることのできる周波数等は、６から１ 
３までに規定するものを除き、第２から第１１までに定めるとおりとする。 

４ 標準テレビジョン放送（地上系（標準テレビジョン放送等のうちデジタル放

送に関する送信の標準方式によるものを除く。６（４）及び（５）並びに１５

（３）において同じ。））を行う放送局（ＳＨＦ帯の周波数を使用するものを除

く。）による周波数の使用は、平成２３年７月２４日までに限る。ただし、テレ

ビジョン放送（地上系（標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する

送信の標準方式によるものに限る。））に使用する周波数を確保するために周波

数又は空中線電力の変更をする必要のあるものの変更前の周波数の使用期限

は、第６に定めるとおりとする。 

４ 標準テレビジョン放送（地上系（標準テレビジョン放送等のうちデジタル放

送に関する送信の標準方式によるものを除く。６（４）及び（５）並びに１４

（３）において同じ。）） を行う放送局（ＳＨＦ帯の周波数を使用するものを除

く。）による周波数の使用は、平成２３年７月２４日までに限る。ただし、テレ

ビジョン放送（地上系（標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する

送信の標準方式によるものに限る。））に使用する周波数を確保するために周波

数又は空中線電力の変更をする必要のあるものの変更前の周波数の使用期限

は、第６に定めるとおりとする。 

５～７ （略） ５～７ （略） 

８ マルチメディア放送（移動受信用地上放送（放送法（昭和２５年法律第１３ 
２号）第２条第２号の２の６に規定する移動受信用地上放送をいう。）に限る。）

を行う放送局に使用させることのできる周波数は次のものとする。            
２０７.５ＭＨｚ以上２２２ＭＨｚ以下の周波数 

 

９～１５ （略） ８～１４ （略）  
第２～第１１ （略） 第２～第１１ （略） 
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